
疾病共済《やすらぎ》の新型コロナウイルス感染症による 

「入院の特別取り扱い」の対象変更について 

 

疾病共済《やすらぎ》については、現在、新型コロナウイルス感染症に罹患し、医師・

保健所の指示により宿泊施設や自宅で療養となった場合も入院給付金の支払い対象と

する「入院の特別取り扱い」を実施していますが、今後、以下のとおり「入院の特別取

り扱い」の対象が変更となります。 

 

１．新型コロナウイルス感染症による「入院の特別取り扱い」の対象変更 

（１）２０２２年９月２６日（月）以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方の

うち、以下の「重症化リスクの高い方」に限定されます。 
  ①６５歳以上の方 
  ②入院を要する方 

③重症化リスクがあり所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または

新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方 
  ④妊娠されている方 

（２）なお、２０２２年９月２５日（日）以前に新型コロナウイルス感染症と診断され

た方については、「重症化リスクの高い方」以外も「入院の特別取り扱い」の対象

となります。 
 

２．詳細については引受保険会社のホームページを参照願います 

【ジブラルタ生命】のホームページ 
① 重要なお知らせ 

https://www.gib-life.co.jp/st/important_notices/ 
② 新型コロナ感染症による入院給付金請求 

https://www.gib-life.co.jp/st/covid/ 
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